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資料１ 

 

教員の指導力向上策について 

（論点、現状と課題） 
 
 

  （頁） 

 

論点１ 未来を担う本県の子どもたちの「総合的な学力」を伸ばすた
めの教育政策の方向性はどうあるべきか。 
 

 

１ 

論点２ 学校現場における教員研修（ＯＪＴ）をどのように充実・強
化するか。 
 

 

５ 

論点３ 教育研究所等の校外研修機関における教員研修の内容をどの
ように充実・強化するか。 
 

 

７ 

論点４ 県と地元の高等教育機関との「共動」による新たな教員研修
体制をどのように構築するか。 
 

 

１１ 
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論点１  

未来を担う本県の子どもたちの「総合的な学力」を伸ばすための教育
政策の方向性はどうあるべきか。 
・福井の子どもたちに身に付けさせるべき力とその向上策 
・これからの教員に求められる資質・指導力とは 
・教育政策の成果（「総合的な学力」の向上）を測る指標は 

 
 
【現状と課題】 

○これからの未来を担う本県の子どもたちが、郷土を愛する心を持ち、協調性や倫理
観を身に付け、世界を舞台に活躍できる人間として育っていくには、自己の可能性
を最大限に発揮し、急激に変化する現代社会をたくましく生きていくための「総合
的な学力」が必要 

 

○こうした学力の向上のためには、子どもたちの可能性を最大限に伸ばせるような
“ていねいな教育”、人として生きていくための“きたえる教育”、さらには、“文
化・スポーツの振興”が重要であると考えるが、本県の子どもたちに身に付けさせ
るべき力とその向上策について、基本的な方向性を検討することが必要 

 
 
 
（参 考） 
 
○「教育再生会議第二次報告」（平成１９年６月）の中で示された“目指す人間像” 

私たちは、全ての子供たちが、高い学力と規範意識を身につけ、知・情・意・体、すなわ
ち、学力、情操、意欲、体力の調和の取れた徳のある人間に成長すること、一人ひとりが夢
や希望を持ち、社会で自立して生きていくために必要な基礎的な力をしっかり身につけた人
になることを望んでいます。そして、子供たち一人ひとりがその可能性を最大限伸ばし、開
花させ、幸せな人生を送れるようにするとともに、その上でグローバルな大競争時代に必要
な最先端の「知」を生み出し、イノベーションを起こせる人材の育成や、国際社会で活躍で
きるリーダーを育成することにも力を注がなければならないと考えています。 
このような人を育成するため、就学前から大学院までの年齢段階を視野に入れ、以下のよ

うな力を身につけることが必要だと考えます。 
第一に、学びの基礎となる、基本的生活習慣、学習習慣、読書習慣、体力 
第二に、基礎的・基本的な知識・技能、知的好奇心、豊かな情操、学ぶ意欲・態度、忍耐

力、チャレンジ精神 
第三に、基礎・基本を応用し、課題を発見。自ら考え、判断・解決する能力、志、公共心、

社会性、他者を理解し思いやる心 
第四に、それらを実社会や職業生活で生かしていくための行動力、協調性、コミュニケー

ション能力、思考力、創造力、リーダーシップ 
第五に、イノベーションを生み出すための高度な独創性、専門性、国際性 
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○「２１世紀を生き抜く次世代育成のための提言」（日本経済団体連合会、平成１６年４月）の
中で示された“企業が求める人材像” 
現在、企業は内外の企業との熾烈な競争の中にあり、特に、知恵で競い合う時代になって

いる。こうした中、産業界は以下の３つの力を備えた人材を求めている。 
第１に「志と心」である。「志と心」とは、社会の一員としての規範を備え、物事に使命感

をもって取り組むことのできる力である。顧客への対応や関係企業との関係をはじめ、事業
活動を推進していく上で、誠実さや信頼を得る人間性、倫理観を備えていることが不可欠で
ある。また、仕事をはじめ様々な形で社会に貢献しようという意欲、目標を成し遂げようと
する責任感や志の高さなども求められる。最近の若者の傾向として指摘されている、自分か
ら果敢に挑戦する意志や情熱に欠けていること、物事に対する好奇心や夢がないことなどの
問題を解決していかねばならない。 
 第２に「行動力」である。「行動力」とは、情報の収集や、交渉、調整などを通じて困難を
克服しながら目標を達成する力である。自らの目標達成に向けて、周りの人々、時には外国
の人々と議論し理解してもらうためには、高いコミュニケーション能力が必要である。その
ためには、意見の違う相手と意見を戦わす訓練を経験しておくこと、自国の文化を十分理解
した上で、異文化を理解する能力を磨くことなどが不可欠である。最近の若者の多くは、「知
識・情報は与えられるもの」「仕事はマニュアルどおり行うもの」という姿勢が染み付いてお
り、進んで行動する力の養成が必要である。 
 第３に「知力」である。「知力」とは、深く物事を探求し考え抜く力である。各分野の基礎
的な学力に加え、深く物事を探求し考え抜く力や論理的・戦略的思考力さらには高い専門性
や独創性が求められる。「正解が一つでない問題」あるいは「解明されていない問題」を大学
生に考察させようとすると、思考が止まってしまうという指摘もある。自分の知識を総合し
発展させる思考訓練を早い段階から行うことが必要であろう。 
 社会は、多様な人々が存在し、それぞれの分野で活躍することで活力が生まれる。したが
って、すべての生徒・学生に、この 3 つの能力を完璧に満たすことを期待している訳ではな
い。しかし、どのような分野に進もうと、それぞれ最低限の水準が満足されなければならな
い。そのうえで、これら３つの力がどのようなバランスをとるかは、各人の個性であり、そ
の多様性が社会の活力をもたらすことになろう。 
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○家庭・地域・学校が連携し、地域の特性や実情を活かした教育の重要性が高まって
いるが、中でも学校教育の果たすべき役割は大きい 

 
○しかし、「学校の授業は楽しい」と思う生徒の割合は、小学校で約３分の２、中学
校で約３分の１というのが現状。学校で行われている全ての授業を児童・生徒にと
って分かりやすく、また実になるものとして展開していくことが重要な課題 

 
○そのためには、教員一人ひとりが、子どもたちにとって楽しく、分かりやすい授業
を行うための「教科指導力」をはじめ、学級担任として児童・生徒を指導し、学級
を経営する能力、また、教育者としての「使命感」や「倫理観」などの資質や能力
をさらに高めていくことが必要 

 

 【県内公立学校の教員数】                             （人） 

 
幼稚園 小学校 中学校 

高等学校 
（全・定・通） 

特別支援学校 計 

公立 216 3,209 1,862 1,520 683 7,490 
国立 7 17 19 ― 32 75 
私立 317 3 31 365 ― 716 

参
考 

国公私立計 540 3,229 1,912 1,885 715 8,281 
（校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師の合計数）     

（平成 19 年 5 月 1 日現在）     

 
 
○教員の指導力向上を図るためには、 
・校内における研修の充実 
・教育研究所など校外研修機関における研修の充実 
・高等教育機関など外部機関と連携した新たな研修体制の構築 
といった観点から、教員の研修全体にわたる総合的な見直しが必要 
 

（次ページ：「本県における教員研修の現状と課題」を参照） 
 
 
 

 
 
 
【参考：国の最近の動向】 
○教育基本法の改正（平成１８年１２月２２日に公布・施行） 

  教員の使命と職責の重要性を踏まえ、教員は研究と修養に励み、養成と研修の充
実が図られるべきことを新たに規定 

 

 
第９条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養

に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、

待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 
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福井県における教員研修の現状と課題

【　現状　】 【　課題　】

一般研修 該当者研修 実施状況
全員が対象 大学卒 新任講師の経験不足

教科教育 半数以上が卒業５年以内
教材開発 講　師 学級経営等即戦力が必要
道徳教育 採用前研修 優秀な教員の養成と確保
人権教育 採　用 ◎　初任者研修 校内３００時間 大学卒直採者の経験不足
特別活動 校外２５日
学級経営
生徒指導 ５年 ○　５経年研修 全体２回　選択１回
総合的な学習 課題研修・授業研修
特別支援教育 学校では著名人招聘困難
図書館教育 １０年 ◎１０経年研修 校内研修１５日 学校にない施設・設備
性教育 校外研修１５日 最新の情報収集困難
食育
幼小連携 １５年 生徒指導主事研修 年３日 社会体験不足
教育相談 研究主任研修 年２日
危機管理
個人情報保護 ２０年 教務主任研修 年１日
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 中堅教員研修 管理職を目指す者
表計算 年２日
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ２５年 ○新任教頭研修 年５日
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 普段の公開授業不足
ﾈｯﾄﾜｰｸ ３０年 ○新任校長研修 年４日
養護教諭 多忙化による
実習助手 自己研鑽不足

　　etc ３５年
○は該当者全員 　　　　　　　　　※校内における研修
◎は法定研修
　その他は希望者(定員50名程度)

初任者研修では、先輩教員が
「初任者アドバイザー」として初任
者の相談役になる

教育研究所・特別支援教育センター・嶺南教育事務所で研修実施
（研修内容は教育研究所等運営協議会にて検討）

校
内
に
お
け
る
研
修 《環境的な課題》

《採用前後の課題》

（福井県教育委員会作成）  

 
○本県の子どもたちの「総合的な学力」を評価し、向上策を検討するための具体的な
成果指標の設定が必要 

【「総合的な学力」の評価指標の例】

小中学生の基礎学力等（全国学力・学習状況調査） 文科省 毎年 小6（国・算）、中3（国・数）の全児童・生徒（結果は今秋までに公表予定）

小中学生の学習に対する関心度（県学力調査） 県 毎年 小5（4教科）、中2（5教科）の全児童・生徒

大学入試センター試験総合平均 民間 毎年 自己採点に基づく5教科総合の平均点全国順位

英語リスニングは全国1位（2年連続）

授業時間の半分以上英語を使用する学校の割合 文科省 毎年 中3（18年度：39.5％）　　全国　33.6％　

進路実現達成度（進学） 県 毎年 進学希望者に占める国公立大への進学希望者割合：約８割。現役合格率：約54％

理数に関するコンテストの参加者数（高校） 県 毎年 高校生の理数に関する興味・関心の向上（18年度：13人）

高校生の国家資格取得者数 県 毎年 18年度　延べ2,571人

部活動全国大会入賞者数（スポーツ・文化） 県 毎年 （スポーツ）中学：団体4、個人10　高校：団体26、個人34　　　（18年度）

（文化）中学：団体1　　　　（18年度）　

高校卒業者の離職率 厚労省 毎年 就職３年後離職率（H15.3卒業生：42.2％〔全国49.3％〕）

進路実現達成度（特別支援学校の就職） 県 毎年 就職希望者に対する実現度（H18：約７割）

ボランティアの参加割合（社会生活基本調査） 総務省 ５年 10-14歳の行動者率25.1％（全国28.2％）、15-24歳は21.3％（全国20.7％）

不登校児童・生徒の推移（小中学校） 文科省 毎年 小学校0.30％（全国0.32％）、中学校2.52％（全国2.75％）　　　　（17年度）

ちびっ子コンサート等への参加者数 県 毎年 18年度：46,000人

博物館等への子どもの入館者数 県 毎年 18年度　96,460人（対前年度比　113.6％）

福井子ども歴史文化館の利用（H21-） 県 毎年 子どもが楽しく郷土の歴史文化を学ぶ施設がない。20年度中の開館予定

食育アンケート(H17-) 県 毎年 学校給食が好きな子どもの割合 63.4％、朝食の欠食割合 1.7％（18年度）

体力テスト（全国平均を上回る種目） 県 毎年 18年度 小 44種目(91.7%) 、中 46種目(85.2%)、高 30種目(55.6%) 

福井県スポーツ少年団登録人数 県 毎年 18年度 小学生 12,711人(25.7%)   

総
　
合
　
的
　
な
　
学
　
力

指 標 の 例 調査主体 時期 指　標　の　内　容
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論点２  

学校現場における教員研修（ＯＪＴ）をどのように充実・強化するか。 
・校内研修の充実方策と、本県独自の校内研修システム「教員メンタ
ー制度」の構築に向けた具体策 

・教育研究所等における研修成果の校内での活用方策 
 
 
【現状と課題】 
○学校独自で企画・運営する授業研究会（公開授業）は、教員の指導力向上において

重要な役割を果たしており、公開授業をはじめとする校内研修の活性化のための検
討が必要 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○各学校において、初任者に対する指導は実施しているが、その他の教員の指導につ
いては十分対応できていないのが現状であり、経験豊富な先輩教員が、学校現場に
おいて若手教員等を支援する体制の整備が必要 

（本県独自の校内研修システム「教員メンター制度」の構築） 
 

 

本県における校内研修の実施状況 
 教員の指導力向上を図るために、各学校において公開授業等を実施 
 □小・中学校 

（校内研修の実施校） 
校 種 全学校数 実施校数（実施率） 
小学校 ２１２校 １８６校（８７．７％） 
中学校 ８０校 ６２校（７７．５％） 

  （実施内容） 
実施内容 小学校 中学校 
①公開授業による授業研究会 １５６校 ５０校 
②外部講師等による校内研究会 ７４校 ２０校 
③校外研修会の参加者による伝達講習 １４８校 ２９校 
④その他 １５校 ８校 

（平成１８年度福井県教育課程実施状況調査） 
 
□県立高校  ３０校中２４校（８０．０％）で公開授業を実施（１８年度） 

（年間４６回の公開授業を実施し、参加者の合計は６５２人） 
 
 
授業名人の活用（１９年度～） 
子どもたちに分かりやすく、苦手科目を克服できるような授業を実施している教員を

「授業名人」として１５人程度委嘱。公開授業を実施するなど、教員の教科指導力向上の
きっかけづくりを行う 
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○教育研究所や教育研究会等の校外研修に参加した教員が、各自の指導力向上に向け
て研修成果を活用しているが、研修参加者が各教科での研修の報告や実践の普及に
努めるなど、研修成果を校内において効果的に活用するための方策の検討が必要 

 

 
 

本県における初任者への支援策（校内） 
 初任者に対しては、指導教員、教科指導教員、初任者アドバイザーを配置 
平成１９年度からは、直採者に対してＴＴ（ティーム・ティーチング）授業を導入 

 
「メンター」とは 

ギリシャ神話の中のオデュッセウスが、その子テレマコスを託した良指導者の名前
「メントール」に由来。良き指導者（助言者）、指導教師のことを指す。特に、医師や
弁護士等の専門職教育において、新人を援助し専門的に自立できるよう促す役割を持つ
先達者に「メンター」という言葉が使われてきた。教師教育においても、アメリカでは、
教師の専門的力量の成長には同僚・先輩などの援助が重要な役割を果たすことを強調す
るために、特に、新任教師の指導・援助を行う先輩教師を「メンター・ティーチャー」
と呼ぶことが多くなっている。 

（出典：小学館「最新教育基本用語２００７年版」） 
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論点３  

教育研究所等の校外研修機関における教員研修の内容をどのように
充実・強化するか。 
・教育研究所等の県の研修機関における研修カリキュラム・体系、組
織体制の見直しのための具体策 

・教員採用前（教員養成）研修、採用後（直採等）研修の充実方策 
・教育研究所以外の研修機関等（県内外）における効果的な研修の実
施方策 

 

 
【現状と課題】 
○県が設置する教員研修機関の概要・機能、組織体制・担当業務は以下のとおり。研
修の企画・運営に当たっては、「教育研究所等運営協議会」における協議や指導主
事との情報交換、研修受講者のアンケート等を踏まえ、ニーズに沿った研修を実施 

 

 教育研究所 
概要・機能 組  織  体  制  ・  担  当  業  務 

設 置 昭和２５年４月 
場 所 福井市福新町 
職員数 ３５人 

所 長〔教育庁企画幹（学校教育）が兼務〕 
副所長 
  管 理 室（ ４人、うち教員１人） 予算、庁舎管理、資料収集等 
  教職研修課（ ８人、うち教員８人） 資質向上・教職別研修等 
  教科研修課（１０人、うち教員１０人）教科別研修、県学力調査等 
  科学情報課（ ８人、うち教員８人） 理科・情報・産業教育等 
  教育相談課（ ３人、うち教員３人） 児童生徒教育相談、いじめ相談 

 

特別支援教育センター 
概要・機能 組  織  体  制  ・  担  当  業  務 

設 置 昭和５８年４月 
場 所 福井市四ツ井 
職員数 １６人 

所 長 
次 長 

センター員（１４人、うち教員１３人）障害児教育についての教育相
談や研修・研究、理解・啓発 

 

嶺南教育事務所（研修課） 
概要・機能 組  織  体  制  ・  担  当  業  務 

設 置 平成８年４月 
（若狭教育事務所、教育
研究所若狭支所、嶺南
へき地複式教育Ｃ、特
殊教育Ｃ嶺南駐在を統
合） 

場 所 小浜市遠敷 
職員数 ８人 

所 長 
次 長 
  研 修 課（ ６人、うち教員６人） 資質向上・教職別研修、教科別

研修、理科・情報・産業教育等 
 
  ※ その他、総務課、指導相談課、特別支援教育課 

（いずれも、平成１９年５月１７日現在） 

 

教育研究所等運営協議会の設置（平成１６年度～） 
上記の教育研究所、特別支援教育センター、嶺南教育事務所研修課の運営、研修計画

等について協議し、研修内容の改善を図るため設置 
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○校内研修を補完するための学校への支援体制を強化し、ニーズに沿った研修の企
画・運営力を一層向上させるためには、教育研究所等の人事面も含めた組織の在り
方の検討が必要 

 

【各都道府県教育センター等の指導主事配置数】（１８年度）

1 北海道 67 36 25 滋賀 62 0 研修指導主事(16人)が指導主事
2 青森 100 46 26 京都 69 23 業務の一を行う
3 岩手 84 0 研修主事(31人)が指導主事 27 大阪 129 63
4 宮城 138 36 業務の一部を行う 28 兵庫 62 25
5 秋田 98 32 29 奈良 102 50
6 山形 47 23 30 和歌山 44 18
7 福島 62 40 31 鳥取 45 6
8 茨城 62 31 32 島根 43 22
9 栃木 88 23 33 岡山 46 26
10 群馬 107 21 34 広島 54 41
11 埼玉 137 75 35 山口 58 0 研修指導主事(31人)が指導主事
12 千葉 98 13 36 徳島 101 45 業務の一部を行う
13 東京 138 62 37 香川 54 14
14 神奈川 194 33 38 愛媛 80 0 本庁と5教育事務所に配置
15 新潟 55 26 39 高知 65 32
16 富山 91 0 本庁と4教育事務所に配置 40 福岡 134 37
17 石川 42 26 41 佐賀 37 4
18 福井 52 0 19年度に3人配置（本庁兼務） 42 長崎 78 39
19 山梨 78 0 研修主事(33人)が指導主事 43 熊本 65 28
20 長野 57 0 専門主事(33人)が指導主事 44 大分 60 33
21 岐阜 64 40 業務の一部を行う 45 宮崎 58 33
22 静岡 96 59 46 鹿児島 56 32
23 愛知 109 52 47 沖縄 75 28
24 三重 72 3 （出典：平成18年都道府県指定都市教育センター要覧）　

都道府県所員数
指導主事の
辞令を有す
る所員数

都道府県所員数
指導主事の
辞令を有す
る所員数

 

 

○県教育研究所においては、「分かりやすい授業づくり」、「信頼される学校づくり」、
「多忙化解消のための事務の効率化」の３つの視点から研修内容を精査し、研修講
座を再編。今後、学校現場の声を生かし、社会の変化に素早く対応できるよう、柔
軟な姿勢で常に研修を見直し、効果的かつ効率的な研修を企画・運営することが重
要 

 
○教員研修機関としての「授業等の指導力向上（不易）」と「社会の変化に即応でき
る資質能力向上（流行）」の両面をさらに充実するためには、地元の大学や民間企
業の人材・ノウハウを、教員研修に活用することも有効であり、地元の大学や産業
界と連携した研修の充実・強化が必要 

 

地元の大学や企業等との連携強化 
（福井大学から講師を招聘している県の研修講座数） 
 講座数 内  訳 
17 年度 ３ 教授２  助教授１ 
18 年度 ３ 教授２  助教授１ 
19 年度   ８ 教授７  准教授１ 

（民間企業の施設を活用して実施する県の研修講座数） 
 講座数 実施場所 
17 年度 ０  
18 年度 １ （株）清川メッキ工業 
19 年度 ２ （株）松浦機械製作所 （株）田中化学研究所 
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○近年、本県の新採用教員の約７割は臨時任用講師等（以下「講師」という。）が占
めており、大学卒業後すぐに採用された教員（以下「直採等」という。）は約１～
２割である。新規採用教員の内訳および教員構成は、以下のとおり 

 

 【最近５年間の教員（教諭）採用実績】                     (人) 
 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 
受験者数     (a) 1,026 1,043 1,169 1,074 1,098 
教諭採用数   (b) 151 147 132 117 99 

うち臨時任用講師 
(構成比) 

110 
(72.8%) 

116 
(78.9%) 

99 
(75.0%) 

87 
(74.4%) 

84 
(84.8%) 

 

うち大学等新卒者 
 (構成比) 

36 
(23.8%) 

29 
(19.7%) 

25 
(18.9%) 

25 
(21.4%) 

12 
(12.1%) 

採用率       (b/a) 14.7% 14.5% 11.4% 11.0% 9.3% 
 

【公立学校における教員構成】（平成１９年５月１日現在）               (人) 
 

小学校 中学校 
高等学校 

（全・定・通） 
特別支援学校 計 

校長 
教頭 
教諭・助教諭 
養護教諭・養護助教諭 
栄養教諭 
臨時任用講師 

209( 6.5%) 
209( 6.5%) 

2,429(75.7%) 
215( 6.7%) 
22( 0.7%) 
125( 3.9%) 

66( 3.6%) 
76( 4.1%) 

1,559(83.7%) 
75( 4.0%) 
6( 0.3%) 
80( 4.3%) 

30( 2.0%) 
41( 2.7%) 

1,354(89.1%) 
31( 2.0%) 
―( 0.0%) 
64( 4.2%) 

10( 1.5%) 
12( 1.8%) 
573(83.9%) 
11( 1.6%) 
2( 0.3%) 
75(11.0%) 

315( 4.3%) 
338( 4.7%) 

5,915(81.3%) 
332( 4.6%) 
30( 0.4%) 
344( 4.7%) 

合  計 3,209( 100%) 1,862( 100%) 1,520( 100%) 683( 100%) 7,274( 100%) 

 
○臨時任用講師については、法定研修である初任者研修（校内研修３００時間、校外

研修２５日）のような研修制度がない。教育現場において重要な役割を担う臨時任
用講師の指導力を一層向上させ、優秀な教員に育てるためには、勤務状況に配慮し
た形での新たな採用前研修の機会を設けることが必要 

 

 平成19年度新設
No. 実施時期

本県の臨時任用講師研修の内容

研  修  名 内　　　容

1 教員としての基本事項 ４月４日(水)
10:00～16:00

・教員に望むこと、教員の服務
・学校教育の現状と課題
・学習指導、生徒指導の基本的事項
・教員の業務

2 学習指導スキルアップ ５月22日（火）
13:30～16:30

・効果的な教材や教具の使い方
・具体的な指導技術
　（話し方、説明、発問、指示、板書等の仕方）
・指導に生きる評価の具体的方法

3 学習意欲向上スキル ６月27日（水）
13:30～16:30

・学習習慣の定着
・実感できる学習成果と学習の動機付け
・教材研究の具体的方法

4 生徒指導スキルアップ ７月24日（火）
13:30～16:30

・生徒指導の実際
・教育相談の具体的方法
・特別支援教育の基礎

 

○直採等は現場経験がないため、平成１９年度から採用後研修として、直採等が一定

期間単独では教壇に立たずベテランの指導教員とともに指導力の向上に専念する
直採等研修を新設。また、指導主事が学校を訪問して授業を参観したり、校長や指
導教員と情報交換したりして、この研修を支援し、直採等の適応状況を把握してい
るが、状況に応じて個別の支援が必要 
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○教員は採用された直後から「先生」と呼ばれ、常に対象が子どもであることから、
社会人としての視野が狭く、学校の閉鎖性につながっているのではないかという指
摘もあることから、教員のより一層の視野の拡大、社会性の向上が必要 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
○これまで本県では、児童・生徒にとって楽しく、分かりやすい授業の充実を目指し
て、民間教育機関への教員派遣研修や民間教育機関講師による研修会、県立高校へ

の指導教員の配置など、教員の教科指導力の向上のための各種施策を展開 
 
○今後、県外の教育研修機関等（民間教育機関を含む。）を活用し、教員研修を効果
的に実施するための方策を検討することが必要 

 

 
【教員の指導力向上のための事業】 

事 業 名 事業年度 事 業 概 要 
小・中学校教員指導力向上事業
（県事業） 

１８年度～ 教員の教科指導力の向上を図るための研修を実施 
（事業内容） 
・民間教育機関への教員派遣研修  18 年度 54 人 
                 19 年度 57 人 
・民間教育機関講師による研修会  18 年度 1,770 人 
                 19 年度 1,700 人 

学力向上教員配置事業（県事業） １６年度～ 県立高校に教科指導および進路指導の中核となる指導的
教員を配置し、教科指導力の向上、進路指導の充実および
学習時間を確保 
（配置教員数） 県立高校１１校に２４人 

教員指導力向上事業（県事業） １５年度～ 
１８年度 

大手予備校講師を招き、進学指導に対する実践的な研修会
を開催し、高校教員の教科指導力向上を図る。 
（事業内容） 
・教科指導法、入試問題の分析方法等の研修（教科別） 

延べ 529 人参加   
教科指導力養成セミナー実施事
業（県事業） 

１８年度～ 高等学校教員を対象とした授業研究会や小論文研究会を
実施し、教員の指導力向上を図る。 
（事業内容） 
・教員による公開授業     延べ 46 校、652 人参加 
・予備校講師による小論文研究会 6 会場、184 人参加 

原子力・エネルギー教育推進支
援事業（国庫事業） 
 

１９年度～ 
２３年度 

原子力・エネルギー教育を推進し、原子力分野等における
優秀な人材を育成するために、必要な指導者の養成、専門
的な教育を行うための環境支援等を支援する。 
（実施校）敦賀工業高校、若狭東高校、大野東高校 

 

民間企業等における社会体験研修の導入（１１年度～） 
教員が視野を広げ、豊かな社会性を身に付けることを目的として、初任者研修と１０年

経験者研修において、民間企業等における社会体験研修を実施 
社会体験研修の受講者からは、この研修によって、サービス精神、費用対効果、品質管

理等、民間のノウハウや顧客満足について理解することができて社会の見方が広がったと
いう声が多く聞かれ、満足度は高い 
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論点４  

県と地元の高等教育機関との「共動」による新たな教員研修体制をど
のように構築するか。 
・福井大学教職大学院等（平成２０年４月設置予定）との具体的な連
携方策 

・授業プログラムの研究や実践的な教員研修を行う「福井県教員研修
機構（仮称）」の設置に向けた具体策 

 
 

【現状と課題】 
○福井大学においては、平成２０年４月、大学院教育学専攻科に「教職開発専攻」（以
下「教職大学院」という。）の開設を目指して、現在、文部科学省に設置認可を申
請中 

 

○今後、福井大学教職大学院と「共動」し、大学院講義を通年の研修講座とするなど、
専門性の高い研修の受講機会を大幅に拡大し、教員研修講座の充実を図るための具
体的方策の検討が必要 

 

 【福井大学教職大学院教育課程の概要】 
 概   要 
学位 教職修士（専門職）   ※新しい学位の授与 
修業年限 原則として２年（１年を許可する場合もある） 
必要習得単位 長期インターンシップ、共通科目、コース別選択科目  計４５単位以上を取得 
募集人員 入学定員３０名程度（現職教員（臨時的任用者を含む）、学部進学者） 
入学者選抜 詳細は平成１９年１２月に発表予定 

 
 
○福井大学から教育研究所主催の研修講座に講師を派遣。今後、大学教員に教育研究
所等での研修講座をサポートしてもらい、大学において教員が夏季集中講義等を受
講できるようにするなど、相互の連携をさらに強化することが重要 

 
【福井大学から講師を招聘している県の研修講座数】 

 講座数 内  訳 
17 年度 ３講座 教授２  助教授１ 
18 年度 ３講座 教授２  助教授１ 
19 年度 ８講座 教授７  准教授１ 

 
【県から福井大学への実務家教員の派遣】 

福井大学教職大学院の開設準備を支援するため、１９年度には、実務家教員３名（教授１
名、准教授２名）を派遣 

 
 【教員の大学院等への派遣実績】 

教員の大学院への派遣事業としては、県内では福井大学、福井県立大学の各大学院、県外
では上越教育大学、兵庫教育大学、鳴門教育大学の各大学院に数名程度を派遣 
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○将来的には、教員研修機関の独立行政法人化（「福井県教員研修機構（仮称）」）の
構築を見据え、県教育研究所等の組織・体制について、ハード面も含めた在り方を
検討することが必要 

 

【福井県教員研修機構（仮称）のイメージ】

【　現状　】 【　課題　】 　　　　　【　今後の方向性　】

一般研修 該当者研修 実施状況
全員が対象 大学卒 新任講師の経験不足 新任講師対象研修 (臨任講師対象) 大学卒

教科教育 半数以上が卒業５年以内 講師対象研修 臨任講師の
教材開発 講　師 学級経営等即戦力が必要 教職専門性開発 講　師
道徳教育 採用前研修 優秀な教員の養成と確保
人権教育 採　用 ◎　初任者研修 校内３００時間 大学卒直採者の経験不足 直採等研修 採　用
特別活動 校外２５日
学級経営
生徒指導 ５年 ○　５経年研修 全体２回　選択１回 ５年
総合的な学習 課題研修・授業研修

特別支援教育 学校では著名人招聘困難
図書館教育 １０年 ◎１０経年研修 校内研修１５日 学校にない施設・設備 研究所等研修の充実 １０年
性教育 校外研修１５日 最新の情報収集困難 (現職教員対象)
食育 ｽｸｰﾙﾘｰﾀﾞｰ
幼小連携 １５年 生徒指導主事研修 年３日 社会体験不足 民間企業等での研修 の養成 １５年
教育相談 研究主任研修 年２日 研修ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
危機管理 の養成
個人情報保護 ２０年 教務主任研修 年１日 ２０年
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 中堅教員研修 管理職を目指す者 学校教育法等の改正による

表計算 年２日 １０年毎免許更新制度

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ２５年 ○新任教頭研修 年５日 ２５年
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ 普段の公開授業不足
ﾈｯﾄﾜｰｸ ３０年 ○新任校長研修 年４日 ３０年
養護教諭 多忙化による （第２次会議で協議）
実習助手 自己研鑽不足

　　etc ３５年 ３５年
○は該当者全員 　　　　　　　　　※校内における研修
◎は法定研修 初任者研修では、先輩教員が「初任者アドバイザー」
　その他は希望者(定員50名程度) として初任者の相談役となる

教育研究所・特別支援教育センター・嶺南教育事務所で研修実施
（研修内容は教育研究所等運営協議会にて検討）

教員養成研修

学校ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ改革
（多忙化解消）

授業名人の活用

教員研修機構(仮称) 教職大学院

《環境的な課題》

《採用前後の課題》

校
内
に
お
け
る
研
修

 

【参考：国の最近の動向】 
○国の教員研修センター（茨城県つくば市）は、平成１３年４月１日に独立行政法人
化を実現 

○教育再生会議において、教育内容の改革、教員の質の向上等を実現するための新た
な仕組みとして「教育院（仮称）」構想が提言（東京大学総長の小宮山委員が提唱） 

■教育院構想の検討（教育再生会議第二次報告より抜粋） 
○「教育院（仮称）」構想（※）の具体化に向けて総合大学を中心に、できることから着手
するとともに、全体の構想について更に検討する。 
※ 参加する複数の大学、教育委員会等に配置された「研究」、「教員研修」、「教員養成」の各部門のネ
ットワークにより、学校現場での問題、社会の変化、省庁を超えた知見、増え続ける先端知について
常に把握・分析し、これを初等中等教育段階の教育内容、ＩＴ教材教具の開発、現職教員の研修、社
会人等を対象とした教員養成などに反映させ、教育を改善し続けるための恒常的な仕組み 


